
窓口業務停止に伴う郵送対応のお願い 

 

「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」に伴い、利用者ならびに職員の新型コロナウ

ィルス感染防止の観点から、当面の間、窓口業務を停止し、各種申請は郵送のみの対応、ご

相談につきましては電話対応とさせていただきます。 

※証紙貼付手帳を送付の際は、事故防止のため必ず簡易書留（宅配便等）をご利用ください。 

 

 大変なご不便をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 


